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温室効果ガスインベントリオフィス 高度技能専門員

伊藤 洋

松戸商工会議所 中小企業相談所 所長 濱島 憲二
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一般社団法人銀座環境会議 代表 平野 将人
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京葉ガス株式会社 東葛支社お客さまサービスグループ
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増井 嘉則
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１．はじめに 

地球温暖化による気温の上昇は、海面の上昇、豪雨等の災害の激甚化、熱中症の増加、生

態系の損失等、人間の生活、生態系に様々な影響を与えています。 

我が国では、気候変動に関する国際的枠組みであるパリ協定に基づき、2050 年にカーボ

ンニュートラルの実現を目指すことを宣言しています。また、2021（令和３）年 10月に国

の「地球温暖化対策計画」を改訂し、2030 年度において、温室効果ガス 46%削減（2013 年

度比）を目指すこと、さらに 50%の高みに向けて挑戦を続けることを目標として定めていま

す。 

松戸市では、2022（令和４）年２月にゼロカーボンシティを宣言し、2050 年までに二酸

化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボン」の実現に向け、取り組みを進めていくこと

を表明しました。2022（令和４）年３月に策定した「環境基本計画」においては、地球温暖

化対策の推進の施策として、家庭や事業所、市施設における温室効果ガスの削減と、気候変

動に伴う災害対策の推進に取組むこととしています。また、2022（令和４）年３月に策定し

た「松戸市地球温暖化対策実行計画」では、松戸市では、温室効果ガス排出量の削減目標（中

期目標）として「2030 年度までに 2013 年度比で市内の二酸化炭素（CO2）排出量を 46％以

上削減すること」（図１－１参照）を掲げています。市の取組として省エネルギー及び再生

可能エネルギーの普及促進、脱炭素型のまちづくりの推進等を掲げるとともに、市民や事業

者の取組についても取りまとめています。 

本資料は、これらの計画を踏まえ、市が脱炭素に取組む上での具体的な施策を取りまとめ

たものです。 

 

図１－１ 温室効果ガス排出量の削減目標  
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松戸市では、これらの目標の達成のため、重点的に取り組む施策として、以下の３つの施

策について検討をおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 検討のロードマップ 

 

なお、本資料の作成にあたっては、地球温暖化対策に関する有識者や関係業界等で構成す

る「松戸市脱炭素有識者会議」を設置し、検討を行った。 

松戸市開催脱炭素有識者会議の開催スケジュール及び委員名簿を以下に示す。 

 

【開催スケジュール】 

・第１回 令和５年７月 21日（金）14:30～16:30 

・第２回 令和５年８月 14日（月）14:00～16:00 

・第３回 令和５年９月 19日（火）14:00～16:00 

・第４回 令和６年１月 17日（水）14:00～16:00 

・第５回 令和６年２月 21日（水）14:00～16:00 

 

  

① 再生可能エネルギーの導入制度の創設 

② 再生可能エネルギー促進区域等の設定 

③ グリーン購入等に係る基本方針の見直し 

【2023年度】 

再エネ導入制度 2023 から検討してい
る各制度を条例化する
とともに具体的施策は
実行計画に反映 公共施設の脱炭素化 

再エネ普及促進区域 

脱炭素政策の為の 
重点的な政策の明確化 

【2024～2025年度】 【2026年度以降】 

脱炭素条例の制定及び 
実行計画の更新 

・各制度の具体的検討 
・条例文案の作成 
・温暖化対策実行計画

への反映の検討 
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松戸市脱炭素有識者会議 委員名簿 

 

（五十音順 敬称略） 

所 属 氏 名 

東京都立大学 都市環境学部都市政策科学科 教授 奥 真美 

元 流通経済大学 流通情報学部 教授 古井 恒 

国立研究開発法人 国立環境研究所 

地球システム領域 地球環境研究センター 

温室効果ガスインベントリオフィス 高度技能専門員 

伊藤 洋 

松戸商工会議所 中小企業相談所 所長 濱島 憲二 

千葉銀行 法人営業部 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 副部長 羽山 明 

一般社団法人銀座環境会議 代表 平野 将人 

東京電力パワーグリッド株式会社 東葛支社 支社長代理 岡田 真弓 

京葉ガス株式会社 東葛支社お客さまサービスグループ 

グループマネージャー 
増井 嘉則 
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２．松戸市の地球温暖化対策の状況 

２－１ CO2排出量 

市の CO2排出量の推移は図２－１のとおりです。 

 

図２－１ 市の温室効果ガス排出量の推移 

 

部門ごとの CO2排出量は、2020（令和２）年度時点で、産業部門（製造業、建設業・鉱業、

農林水産業）が 42％（1,110千 t-CO2）、民生（家庭）部門が 22％（578千 t-CO2）、民生（業

務）部門が 19％（488千 t-CO2）、運輸部門が 15％（398千 t-CO2）、廃棄物部門が 2％（50千

t-CO2）です。 

部門ごとの排出量の推移をみると、産業部門は排出量がすべての部門で最も多いですが、

削減が進んできており、2020（令和２）年度は 2005（平成 17）年度比で 36％、2013（平成

25）年度比で 13％の削減となっています。 

民生（家庭）部門、民生（業務）部門は、排出量は産業部門に次いで多く、2013（平成 25）

年度以降は微減傾向となっていますが、年によって変動が大きく、長期間でみると横ばいと

なっています。政府の目標では、2030年までに新築建築物や新築住宅の平均で ZEB・ZEHが

実現していることを目指し、公共施設等は率先して ZEBを実現していること、等を目指すと

しており、家庭や事務所による排出量削減の取組促進が重要となります。 
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運輸部門（自動車からの排出）は、変動幅は小さいものの安定して直線的に減少していま

す。政府は、2030 年までに乗用車新車販売に占める次世代自動車の割合を５割～７割にす

ること、2035年までに乗用車新車販売に占める電動車（EV、FCV、PHEV、HV）の割合を 100%

にすることを目指しており、今後、次世代自動車の普及が進むと、一層の CO2排出量の削減

が見込まれます。 

廃棄物部門は横ばいですが、排出量は少ない状況です。政府の目標では、食品ロス量を

2030年度までに 2000（平成 12）年度比で半減すること等を目指すとしており、廃棄物部門

の排出量削減のためには、引き続きリサイクルの促進、ごみの削減に努める必要があります。 

 

 

２－２ 各部門の施策・取組 

①産業部門、民生（業務）部門 

ア）事業者の取組 

松戸市地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という）では、産業部門（製造業、

建設業・鉱業、農林水産業）及び民生（業務）部門の施策・取組として、以下の取組を行

うこととしています。市はこの取組を支援するとともに、市役所自身の取組についても別

に定めています。 

なお、実行計画では、製造業等の産業部門と事務所等の民生（業務）部門に分けず、事

業所の施策として取りまとめているため、これらの部門については同様の施策・取組を行

うこととなります。 

 

○事業者の取組 

・ 省エネルギー化の推進 

・ 再生可能エネルギーの活用 

・ 事業所・オフィスビル等の脱炭素化 

・ 移動手段の脱炭素化 

・ 気候変動への備え・適応 

・ 地域における連携の推進 
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イ）補助制度 

市では事業所用の省エネルギー設備等導入について、補助制度を設けており、これまで

の実績は表２－１のとおりです。2019（令和元）年度以降、ネット・ゼロ・エネルギー・

ビルに関する補助は１件、設備診断回収に関する補助は毎年９件となっています。 

 

表２－１ 事業所用省エネルギー設備等導入促進補助の実績 

補助の種類 補助額上限 
2019（令和

元）年度 

2020（令和

２）年度 

2021（令和

３）年度 

2022（令和

４）年度 

ネット・ゼロ・ 

エネルギー・ビル

（ZEB） 

1,000,000 円 0 件 0 件 0 件 1 件 

設備診断改修 400,000 円 4 件 9 件 9 件 9 件 

 

 

ウ）まつど脱炭素社会推進事業所登録制度 

脱炭素に向けた取組を積極的に行う市内事業者を登録する制度として「まつど脱炭素

社会推進事業所登録制度」を創設しており、2023 年８月現在９社（表２－２）が登録し

ています。また、千葉県の「CO2CO2（コツコツ）スマート宣言事業所登録制度」（スタン

ダード・コース）は、市内の 124事業者が登録しています。 

 

表２－２ まつど脱炭素社会推進事業所登録制度の登録事業所 

番号 事業所名 業種 

1 株式会社バースヴィジョン サービス業 

2 株式会社 精工技研 製造業 

3 山田電器工業株式会社 製造業 

4 株式会社イズム 製造業 

5 株式会社 六和建設工業 建設業 

6 ベストビルサービス株式会社 清掃業 

7 有限会社 センチュリーオート サービス業 

8 株式会社千葉自動車検査場モンキー車検松戸 サービス業 

9 株式会社駒井ハルテックテクニカルセンター 製造業 
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【参考】産業部門の取組 

2021年 10月に閣議決定された国の「地球温暖化対策計画」では、産業部門に

ついては、日本経済団体連合会（経団連）をはじめとする産業界において、「低炭

素社会実行計画」注）を策定して排出削減に取組み、高い成果を上げていることか

ら、産業界における対策の中心的役割として引き続き事業者による自主的取組を進

めることとされています。 

市内の事業者においても、自主的取組により CO2排出削減を進めていくことが

期待されます。 

 

注）国の地球温暖化対策計画では、経団連加盟の個別業種や経団連に加盟していない個別業種が

策定する温室効果ガス排出削減計画のことを「低炭素社会実行計画」と呼んでいます。 

なお、経団連では、2021年にこれまでの「経団連 低炭素社会実行計画」を「経団連 カ

ーボンニュートラル行動計画」にあらため、カーボンニュートラルに向けた取組を進めてい

ます。 

 

図 経団連カーボンニュートラル行動計画における排出削減における４つの柱 

出典）経団連カーボンニュートラル行動計画 

2050年カーボンニュートラルに向けたビジョンと 2022年度フォローアップ結果 総括

編（2021年度実績）［確定版］（2023年３月 31日） 
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②民生（家庭）部門 

ア）市民の取組 

実行計画では、民生（家庭）部門の施策・取組として、以下の取組を記載するとともに

市でその取り組みの支援を行うこととしています。 

 

○市民の取組 

・ 省エネルギー化の取組 

・ 再生可能エネルギーの活用 

・ 住宅の脱炭素化 

・ 気候変動への備え・適応 

・ 地域における連携の推進 

 

イ）補助制度 

市では住宅用の省エネルギー設備設置や省エネルギー住宅の普及について、補助制度

を設けており、これまでの実績は表２－３、表２－４のとおりです。年度や補助の種類に

よって件数は異なりますが、2019（令和元）年度以降、補助件数は増加傾向にあります。 

 

表２－３ 住宅用省エネルギー設備設置補助の実績 

補助の種類 補助額上限 
2019（令和

元）年度 

2020（令和

２）年度 

2021（令和

３）年度 

2022（令和

４）年度 

家庭用燃料 

電池システム 

～R3:50,000円 

R4～:100,000円 
33件 17件 7件 24件 

リチウムイオン 

蓄電システム 

～R3:100,000円 

R4～:70,000円 
67件 78件 88件 148件 

太陽熱利用 

システム 
50,000円 0件 1件 1件 0件 

窓の断熱改修 80,000円 － 6件 45件 23件 

V2H充放電設備 250,000円 － － － 2件 

 

表２－４ 省エネルギー住宅等普及促進補助の実績 

補助の種類 補助額上限 
2019（令和

元）年度 

2020（令和

２）年度 

2021（令和

３）年度 

2022（令和

４）年度 

ネット・ゼロ・ 

エネルギー・ハウス

（ZEH） 

200,000円 11件 21件 24件 27 件 

ライフサイクル 

カーボンマイナス 

（LCCM）住宅 

800,000円 1件 1件 0件 1 件 
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③運輸部門 

ア）関係主体の取組み 

実行計画では、運輸部門の施策・取組として、以下の取組を行うこととしています。市

はこの取組を支援するとともに、交通の円滑化による環境負荷の低減などにも取り組ん

でいきます。 

 

○市民、事業者の取組 

・ 移動手段の脱炭素化 

 

イ）補助制度 

市ではクリーンエネルギー自動車導入促進や電気自動車用充電設備設置促進のための

補助制度を設けており、これまでの実績は表２－５、表２－６のとおりです。 

なお、市内には現在約 30箇所程度の充電ステーション、１箇所の水素ステーションが

あります。 

 

表２－５ クリーンエネルギー自動車導入促進補助の実績 

補助の種類 補助額上限 
2019（令和

元）年度 

2020（令和

２）年度 

2021（令和

３）年度 

2022（令和

４）年度 

電気自動車 30,000円 23件 12件 32件 32件 

電気自動車 

（太陽光+V2H） 
150,000円 － － － 5件 

電気自動車 

（太陽光） 
100,000円 － － － 10件 

燃料電池自動車 50,000円 0件 1件 0件 0件 

 

表２－６ 電気自動車用充電設備設置促進補助の実績 

補助の種類 補助額上限 
2019（令和

元）年度 

2020（令和

２）年度 

2021（令和

３）年度 

2022（令和

４）年度 

急速充電設備 400,000円 － － － 0件 

普通充電設備 100,000円 － － － 0件 
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ウ）グリーンスローモビリティ地域推進事業 

河原塚地域や小金原地区では、地域住民の自分らしい暮らしを支えるために、地域での

買い物やグループ活動、イベント等さまざまな地域の活動に活用できるグリーンスリー

モビリティ1を運行しています。 

2023 年５月には、継続的な運行を行いたい地域等を対象にした公募説明会を実施して

おり、他の地域での導入を進めています。 

 

 

図２－２ グリーンスローモビリティの車両 

 

  

                                                      
1 時速 20キロメートル未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスやその車両

のこと。 



12 

 

④廃棄物部門 

ア）関係主体の取組み 

市の計画では、廃棄物部門の施策・取組として、以下のメニューを行うこととしていま

す。 

 

○市の取組み 

・ ３Ｒの推進 

・ 公共施設における再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入（廃棄物処理施

設における熱や電力の有効活用） 

 

イ）３Rの推進 

市では、３Ｒの推進のため、３Ｒに関する普及啓発や、ごみ減量・３Ｒに取組む事業者

の紹介、容器包装プラスチックの分別回収・リサイクル等の施策を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 広報まつど リサイクル通信特別号 2020（令和 2）年 3月 10日 
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⑤市の事務事業に関する施策・取組 

ア）市有施設への太陽光発電設備の導入 

CO2排出量削減のため、市有施設への太陽光発電設備の導入を進めています。2023年現

在、太陽光発電設備は小学校を中心に 18施設（表２－７）に設置しています。 

 

表２－７ 太陽光発電設備が設置されている施設 

施設名 設備 容量（kW） 

寒風台小学校 太陽光発電設備 10 

幸谷小学校 太陽光発電設備 10 

北部小学校 太陽光発電設備 10 

矢切小学校 太陽光発電設備 10 

高木第二小学校 太陽光発電設備 10 

小金小学校 太陽光発電設備 10 

常盤平第一小学校 太陽光発電設備 10 

栗ヶ沢小学校 太陽光発電設備 10 

松飛台小学校 太陽光発電設備 10 

梨香台小学校 太陽光発電設備 10 

八ヶ崎第二小学校 太陽光発電設備 10 

新松戸南小学校 太陽光発電設備 10 

東松戸小学校 太陽光発電設備 10 

総合福祉会館 太陽光発電設備 3 

常盤平老人福祉センター 太陽光発電設備 6 

東松戸支所(ひがまつテラス) 太陽光発電設備 40 

小金浄水場 太陽光発電設備 10 

中央消防署 太陽光発電設備 20 
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イ）次世代自動車の導入 

市では、市有自動車の更新にあわせて次世代自動車の導入を進めています。これまで導

入した次世代自動車は表２－８のとおりです。 

 

表２－８ 市の次世代自動車の導入状況 

自動車の種類 台数 期間 車種 写真 

EV 

（電気自動車） 
３台 

2021 年 12

月 ～ 2023

年 11 月ま

で 

・日産 リーフ 

・三菱 i-MiEV 

・三菱 ミニキャブ・

ミーブ 
 

FCV 

（燃料電池自

動車） 

１台 

2022年 2月

～2027 年 1

月まで 

・トヨタ ミライ 

 

 

 

ウ）廃棄物処理施設における発電 

和名ヶ谷クリーンセンターではごみ焼却の熱を利用した発電（定格能力 3,200kW）を行

っています。発電した電力は工場内及び和名ヶ谷スポーツセンターで利用されるほか、余

った電力は電力会社に売却しています。発電電力量及び売電電力量の実績は表２－９の

とおりです。 

 

表２－９ 和名ヶ谷クリーンセンターにおける発電電力量及び売電電力量 

年度 
発電電力量 

（kWh） 

売電電力量 

（kWh） 

2018（平成 30）年度 25,173,010 13,510,771 

2019（令和元）年度 24,417,720 12,093,175 

2020（令和２）年度 24,596,910 10,749,381 

2021（令和３）年度 26,046,830 12,018,633 
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３．重点的に取り組む施策 

図２－１の市の CO2排出量の推移をみると、産業部門は減少傾向にあり、運輸部門は今後

の次世代自動車の普及によって減少することが推測されます。廃棄物部門は引き続き３Ｒ

等の取組が必要ですが、排出量は全体の中では少ない状況です。一方、民生（家庭）部門と

民生（業務）部門については、排出量は産業部門に次いで多く、排出量は近年微減している

ものの長期的には横ばいで推移しています。 

このような中、ここ数年の市の温暖化対策に係る施策は、主に市民や事業者の意識高揚な

どを目的として、補助金の交付及びイベント等での啓発活動に重点をおいてきました。その

成果として、2018（平成 30）年度に市で実施したアンケートにおいて市民や事業者の環境

意識の向上が見られました。しかし、2022（令和４）年度に宣言したゼロカーボンシティの

達成を検討する中で、数値による具体的な温室効果ガスの削減を行うことが、施策の重要な

ポイントになってきました。 

そこで改めて、現在の取組を以下の通り定量的に評価しました。 

 

① 啓発事業について 

啓発事業について具体的な温室効果ガス削減量は算定できません。 

② 補助事業について 

2022（令和４）年度の交付実績をベースに CO2の削減効果を推計すると表３－１の通りで

す。 

表３－１ 補助事業の CO2削減効果の推計 

補助金 

メニュー 

交付件数 

[件] 

1件毎の年間削減効果 

[t-co2/件･年] 

補助金毎の削減量 

[t-co2/年] 

部門別年間削減量 

[t-co2/年] 

エネファーム 24 1.60 38.40 民生家庭：245.48 

蓄電池 148 0.83 122.84 

窓の断熱 23 0.40 9.20 

ZEH 28 2.68 75.04 

省エネ診断改修 9 12.60 113.4 民生業務：113.4 

EV 47 0.27 12.69 運輸：12.69 

合計   371.57  

備考）計算を簡単にするため LCCMは ZEHに含め、V2Hは CO2削減するものでは無いため算定から除外して

いる。 

1 件毎の年間削減効果については国及び企業などで発表している値や、環境省の算定シート等を用

いて算定した。 

ZEBは予算が 1件で、ほぼ実績がないこと、業種と面積、ZEBの種類により削減量が大きく変わるこ

とから算定対象から除外した。ただし、ZEBは仮に延床面積 2,000 ㎡で 10kwの太陽光発電を導入し

た場合の年間削減率は 65t-CO2となり、高い削減ポテンシャルがある。 
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一方で、今後必要となる CO2 削減量の概算は表３－２、「必要な年間削減量」に対する補

助金の「部門別年間削減量」の比率は表３－３の通りです。 

 

表３－２ 2030年の目標達成に必要な CO2削減量 

部門 
直近の排出量 

(2020) [t-co2] 

2030年目標値 

[t-co2] 

必要な削減量 

[t-co2] 

必要な年間削減量 

[t-co2](2030→2020) 

民生家庭 578,000 360,000 218,000 21,800 

民生業務 448,000 205,000 243,000 24,300 

運 輸 398,000 332,000 66,000 6,600 

備考）2022（令和４）年度の CO2排出量は国でデータ集計中の為、代替として現状最新値となる 2020（令

和２）年度の値をベースに推計した。 

 

表３－３ 「必要な年間削減量」に対する補助金の「部門別年間削減量」の比率 

【民生家庭】：1.12[％] 【民生業務】：0.47[％] 【運輸】：0.19[％] 

 

これらのことから、2030 年の排出量 46％以上削減及び 2050 年ゼロカーボンという目標

に対して、従来の補助金及び啓発という施策のみでは充分な効力を発揮しないと考えられ

ます。今後、ゼロカーボンシティの実現のためには、市としても従来行ってきた施策を練り

直すとともに、新たな施策に取組む必要があるといえます。 

ここで、民生（家庭）部門及び民生（業務）部門の排出量の削減施策を検討するため、国

の施策と松戸市の課題を整理したものを表３－４に示します。このように国の施策と市の

課題を整理したうえで市が重点的に取組む施策として以下の３点を検討することとします。 

 

① 再生可能エネルギー導入制度の創設 

② 再生可能エネルギー促進区域等の設定 

③ グリーン購入等に係る基本方針の見直し 

 

なお、補助と啓発については設備の導入による災害への対応力の強化や、環境への取組に

関する行動変容を促す効果もあることから、内容を検討しながらも引き続き継続して実施

していきます。 

また、産業部門や運輸部門、廃棄物部門についても、引き続き松戸市温暖化対策実行計画

に基づく取組を進め、排出量の削減を図ります。 
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表３－４ 民生（家庭）部門、民生（業務）部門に関する国の主な施策と松戸市の課題 

取組事項 対象 2030年目標 2050年目標 松戸市の課題 

再生可能

エネルギ

ーの導入 

民間 エネルギーミックスの再エネ比率を踏まえ、太
陽光発電による国全体の発電量について、2030
年度は 2021 年度の 1.5～1.7 倍にすることを
目標としている。 

2050年までに、電気を「買う」
から「作る」が標準になり、全
ての家庭が自給自足する脱炭
素なエネルギーの生産者にな
っていることを目指す。 

本市の太陽光発電のポテンシャル
に対する導入率は 4％ほどで、再生
可能エネルギー導入を促進する仕
組みが不十分ではないか。 
⇒３－１再生可能エネルギー導入
制度の検討 

再生可能エネルギーを導入しやす
い環境の整備。 
⇒３－２促進区域等の設定の検討 

公共 政府及び自治体の建築物及び土地では、設置可
能な建築物等の約 50％に太陽光発電設備が導
入。 

2040 年には 100%導入を目指
す。 

建築物の

ZEB 化、

ZEH化 

民間 2030 年までに新築建築物の平均で ZEB が実現
していることを目指す。 
2030 年までに新築住宅の平均で ZEH が実現し
ていることを目指す。 

ストック平均で ZEH・ZEB 基準
の水準の省エネ性能が確保さ
れ、導入が合理的な住宅・建築
物において太陽光発電設備等
の再生可能エネルギーの導入
が一般的となること。 

公共 公共施設等は率先して ZEB を実現しているこ
とを目指す。 
【政府実行計画】今後(2021年 10月)新築する
新規事業は原則 ZEB Oriented相当以上で 2030
年度までには新築建築物の平均で ZEB Ready
相当とすることを目指す。 

今後、多くの公共施設が更新時期を
迎えるが、本市に ZEBの事例はなく、
ZEB 等の導入方針の検討を行う必要
がある。 
⇒３－３グリーン購入等に係る基
本方針の見直しの検討 

ゼロカー

ボン 

ドライブ 

民間 

 

2035 年までに乗用車の新車販売に占める電動
車の割合を 100％とすることを目指す。 
EV/PHEV/FCV を全国どこでも安心して利用で
きるインフラが整備されている。また、充電イ
ンフラの電力及び水素ステーションの水素は
概ね再エネ等由来となっている。 

 市内の自動車保有数は約 14 万台の
内、電気自動車の導入は数百台に満
たないと推測される。(R1：221台) 
また、市の公用車はおよそ 300台だ
が、EV(3台)、FCV(1台)の導入率は
現況充分では無い。 
（市内の充電ステーションは 30 箇
所程度） 
ただし、国の政策などで普及率は進
む可能性は高い。 

公共 【政府実行計画】原則、2022 年度以降の公用

車は全て電動車とし、2030 年には全て電動車

とする。 
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３－１ 再生可能エネルギーの導入制度の創設 

① 検討の背景 

2021年の太陽光発電設備の導入状況は、市の建物総数 127,378 棟2に対して、太陽光発

電施設の設置件数（FIT・FIP導入件数）は 7,712件（10kw未満：7,100件 10kw以上：

612件）3であり、6.1％の普及にとどまっています。 

また、環境省が提供する REPOS(再生可能エネルギー情報提供システム)における市の太

陽光発電ポテンシャルは 1,040.544MW(建物系及び土地系)とされていますが、整備されて

いる容量は 40.557MW3であり、割合としては 3.9％にとどまっています。 

事業者へのアンケートでは、再生可能エネルギー設備の導入に取組中及び取組予定の

事業者は２割程度であり、省エネ設備への切り替えに６割程度の事業者が取組中及び取

組予定であることと比べると、低い傾向にあります（図３－１参照）。 

国・地方脱炭素実現会議がとりまとめた「地域脱炭素ロードマップ」（令和３年６月）

では、2030年までに新築住宅の平均及び新築建築物の平均で ZEH、ZEBが実現しているこ

とを目指すとしています。松戸市内では風力や中小水力、地熱のポテンシャルはほぼ存在

しないため（表３－５参照）、再生可能エネルギーの導入としては、太陽光発電設備や太

陽熱利用設備の導入促進を進める必要があります。 

 

図３－１ 事業者の取組状況  

                                                      
2 2021年１月１日時点 松戸市統計書(令和３年版) 用途別家屋棟数及び床面積 
3 2020年 12月末日時点 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ウェブ

サイト（https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary） 
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表３－５ 松戸市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャル 

再生可能エネルギーの種類 設備容量 利用可能熱量 発電電力量 

太陽光発電 1,040,544 kW － 1,412,395 MWh 

 
建物系 899,694 kW － 1,222,751 MWh 

土地系 140,850 kW － 189,644 MWh 

風力発電（陸上） 0 kW － 0 MWh 

中小水力発電 0 kW － 0 MWh 

 
河川 0 kW － 0 MWh 

農業用水路 0 kW 
 

0 MWh 

地熱発電 329 kW － 2,017 MWh 

 

蒸気フラッシュ発電 0 kW － 0 MWh 

バイナリー発電 0 kW － 0 MWh 

低温バイナリー発電 329 kW － 2,017 MWh 

太陽熱 － 11 億 MJ － 

地中熱 － 99 億 MJ － 

再生可能エネルギー合計 1,040,873 kW 110 億 MJ 1,414,412 MWh 

出典）再生可能エネルギー情報提供システム「REPOS（リーポス）」 

 

 

② 施策案 

他自治体では、再生可能エネルギーの導入を促進するため、大規模（2,000 ㎡以上等）

建築物の新築・増築時に建築業者や建築主に再生可能エネルギーの導入を義務化するこ

とや、小規模の建築物については設計時に建築士から再生可能エネルギーの導入の説明

を義務付けることを条例として制定している事例があります。 

松戸市においても、建築物の新築時や増築時に再生可能エネルギー設備の導入を原則

として義務化することを、条例として制度化することを検討します。制度化にあたっては、

まず省エネの取組の促進を考慮した上で必要な再生可能エネルギー導入の目標を設定し

た上で、対象とする建築物の規模や種類（集合住宅、戸建て等）、導入の契機（新築時・

増築時）を検討し、松戸市の実情に合った制度とします。なお、太陽光発電設備の設置に

ついては、事業者から補助に関する要望や廃棄時の懸念が挙げられていたことから、制度

化にあたってはこれらの点にも配慮して検討を行うこととする。  
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③ 施策効果の概算推計 

松戸市の 2022 年の年間電力需要は、1,886,905,483kWh であり、CO2 排出量に換算する

と 818,917t-CO2となります（表３－６参照）。 

環境省の調査4によると、太陽光発電システム使用の有無の有無別の世帯当たりの年間

CO2排出量（戸建）は、太陽光発電システム使用ありが 3.12t-CO2/世帯・年、使用なしが

3.52t-CO2/世帯・年となっており、太陽光発電システムを使用すると 0.40t-CO2/世帯・年

の削減となっています。2021年の市の木造の専用住宅（農家住宅含む）は 88,083棟（表

３－７参照）であり、これらが全て太陽光発電システムを導入すると 35,233t-CO2の削減

となります。また、蓄電池や V2Hを導入し、夜間も太陽光発電システムで発電した電力を

使用することによりさらなる削減が期待できます。 

集合住宅や事業所については、建築物によって再生可能エネルギーの導入可能量や使

用電力が大きく異なるため、推計が難しいですが、仮に専用住宅以外の建築物（土蔵を除

く）39,287 棟に 10kW の太陽光発電設備を設置し、全量自家消費した場合、CO2削減量は

227,284t-CO2（1kW当たりの年間発電量を 1,333kWh5として算出）となります。 

なお、今後、導入が進むと見込まれる ZEH や ZEB では一定水準以上の省エネが要件の

ひとつとなっています（ZEHの基準では一次エネルギー消費量を 20％以上削減、ZEB の基

準では一次エネルギー消費量を 50％以上削減）。太陽光発電設備等の導入目標の設定にあ

たっては、将来的にこのような省エネの取組が進むことを考慮して検討を行う必要があ

ります。 

  

                                                      
4 「令和３年度 家庭部門の CO2排出実態統計調査 資料編（確報値）」（令和５年３月環境省） 
5 「令和３年度 再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報告書」（令和

４年３月）における千葉市の建物系（戸建住宅等以外）・土地系（ため池以外）の地域別発電量係数

（20°） 
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表３－６ 松戸市内の年間電力需要（2022年） 

項目 託送電力量（kWh） 排出量（t-CO2） 

低圧 家庭用その他 1,028,406,201 446,328 

高圧 業務用 453,448,629 196,797 

産業用その他 156,934,047 68,109 

高圧総計 610,382,676 264,906 

特別高圧 業務用 27,682,500 12,014 

産業用その他 220,434,106 95,668 

特別高圧総計 248,116,606 107,683 

需要総計 1,886,905,483 818,917 

備考）排出量は、電力量に全国平均係数の排出係数 0.000434（t-CO2/kWh）（令和３年度実績）を

乗じて求めた。 

出典）託送電力量（kWh）:東京電力提供データ 

 

表３－７ 松戸市の用途別家屋棟数及び床面積（2021 年１月１日現在） 

区分 棟数 床面積（㎡） 

総数 127,378 22,956,014 

木造 99,604 10,629,678 

 専用住宅(農家住宅含む) 88,083 9,024,799 

共同住宅･寄宿舎 4,219 899,714 

併用住宅 3,613 468,282 

旅館・ホテル等 6 933 

事務所・銀行・店舗 728 88,721 

劇場・映画館・病院 16 3,381 

工場･倉庫（公衆浴場含む） 338 31,183 

土蔵 8 284 

附属家 2,593 112,381 

非木造 27,774 12,326,336 

 住宅・アパート 17,867 8,394,805 

工場・倉庫 1,298 1,342,282 

その他 8,609 2,589,249 
備考）非課税家屋は除く 

出典）松戸市統計書 令和３年版 
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④ 検討スケジュール（再生可能エネルギーの導入制度の創設）【見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 再生可能エネルギーの導入制度の検討スケジュール（見込み） 

 

再生可能エネルギーの導入制度は、2024 年度以降、制度作成に向けた各種情報整理を

行った後、松戸市環境審議会による審議、市民及び事業者アンケートを経て制度案を作成

していくことを予定している。 

2024(R6)年度 

2025(R7)年度 

検討体制の構築 

再エネ導入目標等の検討 

市内建築物等の状況に係る情報収集 

二酸化炭素排出量削減効果の推計 

制度の考え方の作成 

松戸市環境審議会における制度の承認 

再エネ促進制度について市民アンケート 

条例策定、実行計画改定 

考え方、条例(案)、計画改定(案)の公表 

制度に関する説明会の開催 

制
度
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成
に
向
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事
前
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2026(R8)年度～ 

パブリックコメント 

制度に係る細則・要綱の整備 

条例周知期間（概ね２年程度） 

制度施行（施行後のフォローアップ） 

条例(案)及び実行計画改定(案)の作成 

アンケート結果の反映 
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⑤ 具体的施策の検討にあたっての留意事項 

具体的施策の検討をするにあたっては、有識者会議で挙げられた意見等に配慮しなが

ら検討を進める。検討にあたっての留意事項は以下のとおりである。 

 

 店舗に太陽光パネルを設置しても、建物よりも店舗寿命の方が短く、費用を回収で

きないため、導入に踏み切れない場合もある。そのため、事業者のリスクに配慮し

た制度を検討すべきという意見があった。 

 松戸市は集合住宅が多いため、市を挙げての活動になるよう集合住宅でも参加で

きる取組を検討すべきという意見があった。 

 松戸市内で太陽光発電をするだけでなく、集合住宅などで、再エネで作られた電気

を購入することも必要であるという意見があった。 

 再生可能エネルギーの導入には、太陽光発電の他、太陽熱も検討すべきという意見

があった。 

 太陽光発電の導入には、ソーラーカーポートやソーラーシェアリング、太陽光発電

設備の共同購入も考慮すべきという意見があった。 

 再エネ導入制度の検討にあたっては、着工棟数等のデータが重要であり、地区ごと

に把握できれば促進区域の指定の検討の基礎資料にもなるという意見があった。 

 再エネ導入の制度を今後の企業誘致に繋げることが重要という意見があった。 

 金融機関ではグリーンローン融資を推進しており、連携の可能性もありうるとい

う意見があった。 

 制度の創設も重要だが、まだ十分に活用されていない補助については活用しても

らうための普及啓発に取組むべきという意見があった。 

 排出量の把握が第一歩のため、EMS取得等のサポートも考えるとよいという意見が

あった。 

 再エネ導入に関する懸念として太陽光パネル等の廃棄物処理に関する意見がある

が、体制は整いつつあるため、しっかりとした情報発信が必要という意見があっ

た。 
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３－２ 再生可能エネルギー促進区域等の設定 

① 検討の背景 

2022年に改正された地球温暖化対策推進法6により、市町村が再生可能エネルギー促進

区域や再生可能エネルギー事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの計画に位置

づけ、適合する事業計画を認定する仕組みが 2022年４月から施行されました。市町村が

促進区域を設定し、当該区域内において事業者による事業計画を認定すると、許可手続等

のワンストップ化の特例や環境アセス手続の一部省略等が適用されます。2023 年８月時

点で神奈川県小田原市、埼玉県入間市、神奈川県厚木市等の 11市町村が促進区域を設定

しています。 

他自治体の事例では、促進区域として市街化区域内を設定している事例や公共施設を

設定している事例もあります。公共施設については、市の実行計画（事務事業編）で対象

施設としている施設が 207 施設ありますが、そのうち太陽光発電設備を導入している施

設は 18施設（8.7％）であり、さらなる再生可能エネルギーの導入促進が必要となってい

ます。 

また、2022年６月に公布された改正建築物省エネ法7では、建築士の性能向上努力義務

や説明努力義務、住宅トップランナー制度の拡充等のほか、建築物再生可能エネルギー利

用促進区域制度が創設されました。建築物再生可能エネルギー利用促進区域を設定する

と、促進区域内で設計の依頼を受けた建築士は再生可能エネルギー利用設備の設置に係

る義務が生じるほか、建築物に対する高さ制限、容積率制限、建蔽率制限の特例許可を受

けることができます（図３－２参照）。 

これらの状況を踏まえ、本市においても民間、公共施設の両面の再生可能エネルギーの

導入促進に向け、これらの促進区域等の設定の検討を行います。 

  

                                                      
6 地球温暖化対策の推進に関する法律 
7 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 
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図３－２ 建築物再生可能エネルギー利用促進区域の 

出典）国土交通省 HP 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html#cont3 

 

② 施策案 

再生可能エネルギーの導入を促進するため、地球温暖化対策推進法の再エネ促進区域

の設定及び建築物省エネ法の建築物再生可能エネルギー利用促進区域の設定を検討しま

す。設定する区域については、今後設定する再生可能エネルギーの導入目標や地域の土地

利用状況等の現状を整理し、地域住民の意見を伺いながら検討します。 

 

③ 施策効果の概算推計 

促進区域の設定の効果を定量的に算出することは困難ですが、促進区域の設定により

民間建築物や公共建築物の再生可能エネルギー導入が促進されることが期待されます。

市の太陽光発電（建物系、土地系）の発電電力量のポテンシャルは 1,412,395 MWh（表３

－６参照）であり、これらが全て利用されたと仮定すると、612,979t-CO28の削減効果があ

ります。 

なお、民間建築物への再生可能エネルギー導入の効果については３－１③で、公共建築

物への再生可能エネルギー導入の効果については、３－３③で推計しています。 

                                                      
8 CO2削減量は、電力量に全国平均係数の排出係数 0.000434（t-CO2/kWh）（令和３年度実績）を乗じて求

めた。 
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④ 検討スケジュール（再生可能エネルギー促進区域等の設定）【見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ 再生可能エネルギー促進区域等の設定の検討のスケジュール（見込み） 

 

再生可能エネルギー促進区域等の設定は、2024 年度以降、制度作成に向けた各種情報

整理を行った後、促進区域の位置及び区域の検討、促進計画の作成をした上で制度を施行

することを予定している。 

2024(R6)年度 

2025(R7)年度 

検討体制の構築 

市の再エネポテンシャル・導入状況の把握 

土地利用規制・建築行為の制限等の把握 

促進区域の導入についての市民アンケート 

促進計画の作成方針の検討 

「再エネ利用設備の種類」の検討 

促進区域の「位置及び区域」の検討 

計画(案)の取りまとめ： 
・特例適用要件の検討 
・特定行政庁との調整、協議 
・説明義務の対象とする建築物の検討 
・啓発及び普及に関する事項の検討 

地域住民や関係事業者等への説明会開催 

制度施行後のフォローアップ 

アンケート結果の反映 

促進計画(案)の公表 

パブリックコメント 
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2026(R8)年度～ 

条例(案)及び実行計画改定(案)の作成 

条例(案)、計画改定(案)の公表 

条例策定、実行計画改定 
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⑤ 具体的施策の検討にあたっての留意事項 

具体的施策の検討をするにあたっては、有識者会議で挙げられた意見等に配慮しなが

ら検討を進める。検討にあたっての留意事項は以下のとおりである。 

 

 促進区域については、設定した他自治体のメリット等も十分調べた上で検討をす

べきという意見があった。 

 促進区域は促進事業、ポジティブゾーニングになるので地域の合意形成を経た上

で行う必要があるという意見があった。 

 促進区域等の設定には、実行計画の見直しも視野に入れる必要があり、建築物省エ

ネ法の区域も実行計画で定める必要があるため、促進地域を設定する場合は、市と

しての体制整備が必要となるという意見があった。 

 アンケートで手続きの煩雑さに関する意見があったため、行政として促進区域の

設定を含め、改善や支援ができるとよいという意見があった。 
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３－３ グリーン購入等に係る基本方針の見直し 

① 検討の背景 

地域脱炭素ロードマップでは、公共施設は率先してネット・エネルギー・ゼロ・ビル

（ZEB）を実現していることを目指すとされています。公共施設は一度建設すると、その

後数十年使用するものであり、施設の新築時や改修時に ZEB 化を考慮した計画とするこ

とが重要です。 

市では、公共施設の更新等に向けて、松戸市公共施設個別施設計画を策定しています。

この計画は、今後も安定した公共施設サービスの提供をするとともに、次世代に安心・安

全な公共施設を引き継ぐため、2022（令和４）年度から 2028（令和 10）年度までの７年

間を計画期間として定め、2019（令和元）年度から 2028（令和 10）年度までを第１期と

して施設の更新や改修等の予定を整理しています。第１期では 14施設を更新（表３－８

参照）対象としており、これらの検討には可能な限り ZEB化に向けた働きかけをする必要

があります。 

一方、市の現在のグリーン購入の環境配慮方針は建築物が含まれておらず、施設の ZEB

化を促進するためには、方針を見直す必要があります。 

 

表３－８ 計画上で第１期に分類されている施設 

施設名称 延床面積(㎡) 建築年 構造 

市役所庁舎 28,405.56 1959 鉄骨鉄筋コンクリート造 

市役所庁舎(共用物品倉庫等） 315.5 1979 軽量鉄骨造 

矢切支所 511.48 1982 鉄筋コンクリート造 

二十世紀が丘消防署 882.47 1973 鉄筋コンクリート造 

まつど市民活動サポートセンター 1906.08 1974 鉄筋コンクリート造 

図書館本館 1881.36 1973 鉄筋コンクリート造 

図書館矢切分館 101.97 1976 鉄筋コンクリート造 

公民館 529.24 1976 鉄筋コンクリート造 

市民会館 5556.87 1964 鉄筋コンクリート造 

矢切老人福祉センター 643.34 1976 鉄筋コンクリート造 

クリーンセンター 6516.42 1980 鉄筋コンクリート造 

総合福祉会館 3152.08 1976 鉄筋コンクリート造 

※ 東部小学校、資源リサイクルセンターは第１期に分類されるが、既に施工しており除外 
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② 施策案 

「松戸市グリーン購入等に係る基本方針」では、調達の目標として、紙類や文具類等の

物品等は環境物品等の調達率を 100％にすること、自動車等、設備、公共工事、役務は令

和４年３月 31日現在と比較して悪化しないことを掲げています。また、環境配慮契約と

して、電気の供給を受ける契約及び自動車の購入等に係る契約を挙げ、電気の供給を受け

る契約については、電気の CO2排出係数等の評価基準により一定以上の評価を受けた事業

者が入札参加資格を有するものとしています。自動車の購入等の契約については、原則と

して、電動車等（電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃

料電池自動車、水素自動車）を調達し、内燃機関車を調達する場合は燃費や排ガス基準を

達成した車両を調達することとしています。 

一方、庁舎等の新築時や改築時については、現在規定がないため、庁舎等の建築物の新

築時や改築時の設計において、省エネ等に配慮した設計とするよう契約を行うことを方

針に明確化します。具体的な配慮の方法や基準については、関係部署と連携し、現在の調

達の状況や今後の施設整備計画を踏まえて検討します。 

 

③ 施策効果の概算推計 

2021 年度に市の施設から排出された CO2 は約 29,000t-CO29であり、民生（業務）部門

488,000t-CO2の約６％を占めます。現在の市の施設が全て ZEB Ready（図３－４参照）に

置き換わった場合、約 15,000tの CO2削減が見込まれます。さらに、施設の集約化により

使用エネルギーを削減することや、施策３－１、３－２と相まって再生可能エネルギーを

導入することでより多くの削減が見込まれます。 

一方、建築物を ZEB Readyとすると、省エネルギー基準相当の建物に比べ、約９～18％

の建築費が増加すると試算されています10。そのため、メリットと費用のバランスを考慮

しつつ、建築物の省エネ化を進めていく必要があります。 

 

                                                      
9 各施設の電力使用量、燃料使用量を集計して推計。 
10 資源エネルギー庁省エネ普及促進コーナー（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_ne

w/saving/assets/pdf/enterprise/enex2019/shiryo5.pdf） 
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図３－４ ZEBの段階 

出典）環境省 ZEB PORTAL HP 

https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/05.html 

 

 

図３－５ 建築物の省エネ化の取組 

出典）国土交通省 HP 

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html#cont3  
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④ 検討スケジュール（グリーン購入等に係る基本方針の見直し）【見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－６ グリーン購入等に係る基本方針の見直しの検討のスケジュール（見込み） 

 

グリーン購入等に係る基本方針の見直しは、2024 年度以降、制度作成に向けた各種情報

整理や関係部署との調整を行った後、松戸市環境審議会における審議等を経て制度を開始

することを予定している。また、制度施行後も着実な運用に向けてフォローアップを行う。 

 

2024年(R6) 

2025年(R7) 

庁内指針(たたき台)の作成 

先行事例の調査 
・指針の記載内容の整理 
・ZEB化の推進による効果の計算 
・ZEB化の費用の算定（イニシャルコストの
増加とランニングコスト減少を比較） 

庁内連携体制の構築 
 温暖化対策庁内検討会部会を設置 
（財政課、建築保全課、公共施設再編課 
消防総務課、教育施設課等） 

庁内における制度案への意見照会 

松戸市環境審議会における指針変更の承認 

制度の施行（新指針の提示） 

制度に関する研修会の開催 
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2026年(R8)～ 

松戸市地球温暖化対策実行計画への反映 

市ホームページ・広報での取組を公表 

設備の省エネのための指針の策定 

実行計画への反映の検討 
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⑤ 具体的施策の検討にあたっての留意事項 

具体的施策の検討をするにあたっては、有識者会議で挙げられた意見等に配慮しなが

ら検討を進める。検討にあたっての留意事項は以下のとおりである。 

 

 対象とする施設については、特養老人ホーム、児童養護施設など電気を長く使うこ

とが想定される施設も準公共施設扱いとしてはどうかという意見があった。 
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４．その他の施策等 

４－１ 市民による取組の周知、啓発 

松戸市では、令和５年 10 月から 12 月にかけて、無作為抽出された市民によって構成さ

れた松戸市環境未来会議を開催し、市民が行う脱炭素の取組をとりまとめました。市では、

とりまとめられた取組を市民全体に周知し、取組の輪を広げていきます。また、気候変動に

関する情報を市民に積極的に周知します。 

 

４－２ 市民活動等の支援 

３．の重点的に取り組む施策以外についても、引き続き松戸市地球温暖化対策実行計画等

に基づいて各種施策を実施していきます。中でも、今後、地球温暖化対策を進めていくうえ

で、地域で活動する事業者、市民団体、大学等、様々な取組主体との連携が重要となります。

他の地方自治体では、脱炭素に関わる市民活動等に補助金交付等の支援をしている例があ

り、松戸市においても市民活動等を促進する仕組みを検討します。 

 

４－３ 効果の評価手法 

２－１で示した CO2排出量は環境省が推計したものであり、都道府県別のエネルギー消費

統計を市町村の製造品出荷額等の活動量で按分して算出しています。そのため、市独自の取

組が反映されにくいという課題があります。 

市内からの CO2排出量を細かく把握することは現状困難なため、今後、施策の効果を評価

する際には別の指標を用いて効果を推計する必要があります。各施策の検討にあたっては、

目標とする指標についてもあわせて検討を行います。 

 

４－４ その他 

その他、カーボンニュートラルには CO2 の削減だけでなく、吸収が重要であることから、

森林や緑地の適切な管理、農業における脱炭素化及び農地の多様な機能の発揮について検

討します。また、資源循環型社会の構築の観点からも、廃棄物の３Ｒ等の一層の取組につい

ても検討を行います。 

  



 

35 

 

４－６ その他の施策等の検討にあたっての留意事項 

具体的施策の検討をするにあたっては、有識者会議で挙げられた意見等に配慮しながら

検討を進める。検討にあたっての留意事項は以下のとおりである。 

 

 松戸市環境未来会議については意義のある取組であり、参加者からは継続的な実

施を望む声があった。 

 市民活動の支援は、脱炭素というと再エネ設備の導入というようなイメージにな

りがちであるが、発電に関わらない市民活動も対象とすべきという意見があった。 

 市民活動等の支援は、排出だけではなく緑地保全等の吸収に関する取組みについ

ても検討すべきという意見があった。  
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参考 市民及び事業者の意見等や対応 

１）松戸市環境未来会議 

【再エネ導入制度に係る意見】 

・ (脱炭素に関する)目標と現状をわかりやすく公表しては。 

・ 工業地帯などでの再エネ条例制定、環境に配慮した企業の誘致を行っては。 

・ 緊急時に電源が必要な事業者に対しては優先的導入をできるようにしては。 

・ ZEH 等を含めた補助事業の拡充を行うとともに、取組を行う者への普遍的な支援策を。 

 

【再エネ促進区域に係る意見】 

 スマートグリッドも見据えた取組を進めて欲しい。 

 

【公共施設の脱炭素化】 

 災害時、避難場所にもなる学校等に太陽光発電を導入していくべき。 

 市有施設へもっと太陽光発電を設置できるのではないか。 

 

【その他意見】 

 松戸市の脱炭素についてもっと施策の情報をわかりやすく発信してほしい。 

 この会議でこのような話を聞けて（情報を得られて）良かった。 

 紙おむつのリサイクルを子育てのまちとして積極的に推進してほしい。 

 

２）事業者ヒアリング及びアンケートでの取組例や要望等への対応 

【脱炭素政策案に関わる意見】 

＜再エネ導入制度に関わる意見＞ 

 事業者の再エネ導入割合は未だ十分ではない。 

 導入が進まない理由は「費用対効果が見込めない」、「投資回収期間が長い」、「構造上設

置できない」等があげられた。 

 市の必要な施策については「金銭的補助」、「導入に関する手続きや規制の合理化」、「制

度の設定」、「促進区域の設定」となった。 

 太陽光パネルの義務化は住民への十分な説明が必要と感じる。規模の大きな事業者向

けであれば一定の理解は得られるかもしれない。 

 事業者の排出量が多いと思うが、一般家庭へどう波及させていくかも重要。条例を作る

のも一つの手だとは思う。 

 工場立地法では、太陽光パネルを緑地に置くと重複緑地となり、緑地に算入される。土

地を活用できると事業者へのインセンティブになるのではないか。 
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＜再エネ促進区域に係る意見＞ 

 広域で連携して取り組むのがいいのではないか。 

 

＜その他意見＞ 

 事業者に輩出量の報告をしてもらうことで事業者の CO2 削減状況を把握することが可

能であるが、その為には報告の制度化が必要と思われる。 

 

【事業者における具体的取組の例】 

 工場の屋根へ太陽光発電を 0.6MW導入する。 

 流量の損失がより少ない配管を設置した。 

 プロセスガスによる CO2排出量削減のための除害装置入。 

 人感センサー導入、消灯等こまめな節電対応等。 

 国内外への環境対応フロン（1234YF 用）環境対応型カーエアコン特殊潤滑油の推進、

海洋生分解性 Polymer の展開、デイーゼルエンジンから水素ガス内燃エンジン

Conversion の推進 Support、省エネ遮熱＋断熱塗料の推進他。 

 水素ステーションの拡張。 

 製造した再生原料を使用する事で各ガラスメーカーが CO2 を削減している。 

 

【ヒアリングにおける要望等への対応】 

＜対応済み＞ 

・ 大学における大規模な省エネ診断について専門的な事業者を紹介した。 

・ 太陽光の共同購入事業について、市内の事業者への説明の場を用意した。 

 

＜以下についても今後対応を検討予定＞ 

・ 工場の緑化面積に太陽光発電施設の設置面積を算入できることの周知等。 

・ 契約に係る評価への温暖化に関する取り組みの項の導入を担当課と相談。 

・ 省エネ診断や ZEHに関する補助を増強する。 
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３）事業者アンケートの結果 

①アンケートの概要 

アンケート配布方法：郵送 

配付数：2240事業所（原則として無作為抽出） 

回答期間：令和 5年 11月 8日（水）～令和 5年 11月 23日（木） 

回答方式：千葉電子申請サービスまたは FAX送信による回答 

回答事業所数：349事業所（回答率：15.5％） 

 

②アンケート結果 

１）業種 

事業所の主たる業種 

 

注 業種別アンケート回収率：建設業 13.5％ 

製造業 12.6％ 

上記以外 16.1％ 
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２）入居状態、従業員数 

事業所の入居状態 事業所の従業員数 

 

 

 

３）業務用自動車 

保有する業務用自動車の台数 

 

保有する車種 

 

1～3台, 155, 

44.4%

4～10台, 

108, 30.9%

11～20台, 

17, 4.9%

21～50台, 

12, 3.4%

51台以上, 4, 

1.1%

保有していない, 

53, 15.2%

n=349
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ガソリン車の保有台数 

 

ハイブリッド車の保有台数 

 

プラグインハイブリッド車の保有台数 電気自動車の保有台数 
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４）温室効果ガス排出量の把握状況 

温室効果ガスの把握の状況 

 

温室効果ガスの把握の状況（業種別） 

 

温室効果ガスの把握の状況（事業所規模別） 

 



 

42 

 

５）年間排出量、市への報告 

年間排出量の概算 

 

注）回答者事業所内訳 

・排出量を把握している：7事業所： 

・排出量を一部把握している：7事業所 

・把握中：1事業所 

市への排出量の報告の可否 

 

温室効果ガス排出量を「把握する予定」「把握する予定はない」「わからない」と回答した事業

者を除く。 
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６）地球温暖化対策の取組の必要性 

地球温暖化対策の取組の必要性に対する考え 

 

地球温暖化対策の取組の必要性に対する考え（業種別） 

 

地球温暖化対策の取組の必要性に対する考え（事業所規模別） 
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７）取組中及び取組予定の取組 

取組中及び取組予定の取組 
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８）脱炭素に関する数値目標の設定 

脱炭素に関する数値目標の設定状況 

 

脱炭素に関する数値目標の設定状況（業種別） 

 

脱炭素に関する数値目標の設定状況（事業所規模別） 
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９）脱炭素に取組むにあたっての課題等 

脱炭素に取組むにあたっての課題 

 

省エネに関して不足している情報 

 

再エネに関して不足している情報 
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10）気候変動への適応 

「気候変動に対する適応」の考え方の理解度 

 

 

気候変動の適応に関する取組 
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11）松戸市に期待する施策 

地球温暖化対策のために松戸市に期待する施策 

 

太陽光発電が普及していない理由 

 

太陽光発電を普及させるために市が行うべき施策 

 

 

 



松戸市脱炭素有識者会議設置要綱 

 

（設置） 

第１条 松戸市における今後の脱炭素社会構築のための政策を検討するために

松戸市脱炭素有識者会議（以下「有識者会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 有識者会議は、松戸市における今後の脱炭素社会構築のための政策の

方向性に関する事項の検討を行う。 

（組織） 

第３条 有識者会議は、別表の委員８名で組織する。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、令和５年７月１日から令和６年３月３１日とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 有識者会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、有識者会議を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会長は有識者会議を招集し、議長となる。 

２ 有識者会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、有識者会議の開催に際し、必要に応じ関係者の出席を求め、

その説明を聴取することができる。 

（委員の責務） 

第８条 委員は、検討の過程において知り得た情報を公開してはならない。た

だし、市が公表した情報に関してはこの限りではない。 

参考資料１ 



（庶務） 

第９条 有識者会議に関する庶務は環境部環境政策課において処理する。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の組織及び運営に関し必要

な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 



別表 

所   属 氏 名 

東京都⽴⼤学 都市環境学部都市政策科学科 教授 奥 真美 

元 流通経済⼤学 流通情報学部 教授 古井 恒 

国⽴研究開発法人 国⽴環境研究所 

地球システム領域 地球環境研究センター 

温室効果ガスインベントリオフィス 高度技能専門員 

伊藤 洋 

松戸商工会議所 中小企業相談所 所長  濱島 憲二 

千葉銀行 法人営業部 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 副部長 羽山 明 

一般社団法人銀座環境会議 代表 平野 将人 

東京電力パワーグリッド株式会社 東葛支社 支社長代理 岡田 真弓 

京葉ガス株式会社 東葛支社お客さまサービスグループ 

グループマネージャー 

増井 嘉則 
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第４回松戸市脱炭素有識者会議 議事概要 

 

１ 日時 

令和６年１月１７日（火）１４:００～１６：００ 

 

２ 場所 

Web開催 

 

３ 次第 

開会 

  議題 

（１）松戸市環境未来会議の結果報告について 

（２）事業者ヒアリング及び事業者アンケートの結果報告について 

（３）ゼロカーボンの達成に向けた重点的な施策について 

 

４ 出席者 

【有識者】 

奥 真美 会長 

古井 恒 委員 

伊藤 洋 委員 

濱島 憲二 副会長 

羽山 明 委員 

平野 将人 委員 

岡田 真弓 委員 

増井 嘉則 委員 

【松戸市】 

加藤 将秀 環境部長 

瀬谷 眞一 課長 

奈良場 健 専門監 

松本 優子 課長補佐 

松戸 孝雄 主査 

永原 和樹 主事 

 

 

【事務局：㈱環境管理センター】 

  

参考資料２ 
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５．議事 

議題（１）松戸市環境未来会議の結果報告について 

 事務局から、松戸市環境未来会議の結果について、説明を行った。 

 アンケート結果で、ここから何を具体的に読み取ることができるのかを分

かりやすく、誤解のないように整理することが重要とのコメントがあった。 

 今回は千葉県内初めての市民会議ということで、開催した意義は非常に大

きかったと思っているが、参加者の声として、それぞれの行動変容に関す

るメリット・デメリット、どれが効果の高いものか、何をすれば日常生活

で CO2が減るのかをイメージできないということがあった。そのようなと

ころをインプットする時間が非常に限られたと思うというコメントがあ

った。 

 方針はいいと思うが、それはそれとして、このようなこともあのようなこ

ともあるという感じで、必ずしも方針に関わらない、さまざまな提案や要

請が出てきたというのが当日の雰囲気だったとのコメントがあった。 

 参加者は非常に熱心に参加しており、ぜひ今後もこのような機会を続けて

ほしいという声が多くの参加者から出たことは、非常に意義が深かったと

考えているとのコメントがあった。 

 市からの情報提供について、見える化を求める意見もあったようだが、そ

こは基本的なところとして、非常に重要な部分だと思うとのコメントがあ

った。 

 

議題（２）事業者ヒアリング及び事業者アンケートの結果報告について 

 事務局から事業者ヒアリング及び事業者アンケートの結果について、説明

を行った。 

 EMS を取得していると温室効果ガス排出量の把握に取組んでいる仕組みが

あるため、アンケートでは EMSの取得状況を把握しておいた方がよかった

というコメントがあった。また、EMS 認証を取得することは、定量的な温

室効果ガス排出量の把握や、改善に向けた具体的な取り組みに繋がるため、

市としてそのような支援に取り組むこともできるのではないかというコ

メントがあった。 

 アンケートで、省エネ設備の入れ替えが非常に進んでいる傾向が見受けら

れるが、比較的取組み易い LEDの交換なのか、費用がかかるボイラーや廃

水処理施設などの設備交換なのかは把握した方がよいというコメントが

あった。また、費用がかかる取組については、市が直接に行うのかは別と

して、補助なり何らかの金銭的な支援も必要になると思う、というコメン

トがあった。 

 アンケートで手続きや規制の合理化の話が出ているが、具体的にどのよう

な手続きの、どの部分がネックになっているのか、事業者はどこを合理化

してほしいと考えているのか、正確に把握していく必要があるとのコメン

トがあった。 

 アンケートで手続きに時間がかかってしまって分からなくなり手続きを
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諦めたとあるが、行政としての改善や、国の手続きだとしても、市として

何か手伝えるようなことがあればいいと思うとのコメントがあった。 

また、手続きを早める手段ということに関し、例えば再生可能エネルギー

促進区域を導入することによってアセスの手続き等の短縮化を図ること

ができるため、今後はそのようなことも検討されるだろうというコメント

があった。 

 具体的な例として挙がってきた、省エネ診断に関する松戸市の補助金につ

いて申請しようとしたところ省エネ診断に費用と時間がかかるので断念

した、という件については、お金のことだったのか、検討を始めたのが期

限の直前だったのか分からないが、省エネ診断の支援についてさらなる周

知の必要性があると感じたとのコメントがあった。 

 ヒアリングで新電力の事業者からの意見として、ソーラーカーポートやソ

ーラーシェアリングを進めるにあたっては時間がかかるということが挙

がっていたが、ソーラーシェアリングには農業委員会が関係しており、委

員会によって手続きの時間が違うようなので、時間がかかるのはソーラー

シェアリングの辺りを指していると感じたとのコメントがあった。 

 工場立地法の緑地の扱いに関して、太陽光パネルを導入するために山の伐

採を行うことが問題視されている部分もあるというコメントがあった。 

松戸市から工場立地法に関しては工場敷地内の緑地の話なので、ある程度

は合意を取った上で取り組む行動だと思っているが、別の話として、太陽

光パネル開発と緑地などについては、検討しなければいけないところだと

考えているとの回答があった。 

 排出量の見える化を行って把握することが、対策の第 1歩であるため、市

が排出量の把握をサポートできればいいと思うとのコメントがあった。 

 アンケートで適応について聞いている部分があったが、適応策について、

市としてどの程度の対応をしているのか、聞いておきたいとの意見に対し、

松戸市から熱中症の対応等は取り組んでおり、例えば健康被害に関しては

ホームページに情報を載せたり、公共施設の涼しい場所を提供したりして

いること、また、来年度は熱中症の警戒アラートを市民に周知する体制を

再整備して行う予定であることの説明があった。 

 市にお願いしたい部分のアンケートで、『自転車活用推進における新市役

所設計』という意見があり面白いと思ったが、市として自転車を推進する

考えがあるのかという質問に対し、松戸市から市としても自転車活用に積

極的に動いており、自転車道に関する整備を進めている、シェアサイクル

等についても検討中と回答があった。 

 テナントに入っている業者なので太陽光発電の権限はなく、依存している

というコメントが幾つかあるが、テナントを貸しているビルが何か得する

ようなこと、例えば市から税制優遇等のインセンティブを与えることがで

きれば導入が促進のではないかというコメントがあった。 

松戸市からは、優遇は難しいのではないかと思うとの回答があった。 

 適応策については現行の地球温暖化対策の実行計画に入っているかとの
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質問があった。松戸市から、緑のカーテンの設置、雨水貯留タンクの使用

を進める等を実行計画の中にも記載していると回答があった。 

 中小の事業者対策として省エネ、再生可能エネルギーなどの情報を事業者

に提供する様々な機会を設けることが重要であり、太陽光パネルのリサイ

クルについては、設置後にこうなるかもしれないという情報も事業者に提

供できれば良いと思うとのコメントがあった。 

 廃棄された太陽光パネルの処理については、体制が整いつつあり、そうい

った情報発信をしっかりと行うことで、対策が少し前進するのではないか

というコメントがあった。 

 

議題（３）ゼロカーボンの達成に向けた重点的な施策について 

 事務局から、ゼロカーボンの達成に向けた重点的な施策について、説明を

行った。 

 松戸市では PPAで太陽光発電に取り組んでいるとのことだが、今はどのよ

うな形で進んでいるかとの質問があった。 

松戸市からは、プロポーザルの公募で募集して業者を決定したところであ

り、今後は実際に各施設で設置できるかどうかの調査を行っていく。令和

6 年度 4 月以降に、実際に設置工事に入っていく予定としている。特に避

難所に設定されている公共施設 61 カ所について、優先的に設置を検討し

ているとの回答があった。 

 方針を進めていく前提で今までに出てきたさまざまな提案や意見は、数年

で進めていくこととし、2024年度からの検討に生かすべき意見として、ど

のようなものが出たのかを次回有識者会議までに整理することとなった。 

 

以上 
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